
議第１号 

 

酒田市教育委員会を実施機関とする情報公開に関する規則 

の一部改正について 

 

酒田市教育委員会を実施機関とする情報公開に関する規則の一部を改正する

教育委員会規則を次のように制定する。 

 

令和５年１月２０日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市教育委員会を実施機関とする情報公開に関する規則 

の一部を改正する教育委員会規則 

 

酒田市教育委員会を実施機関とする情報公開に関する規則（平成１７年教育

委員会規則第８号）の一部を次のように改正する。 

 

本則中「行政情報」を「公文書」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

酒田市情報公開条例の改正に伴い、所要の改正を行うものである。 



酒田市教育委員会を実施機関とする情報公開に関する規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

酒田市教育委員会が管理する公文書に係る酒田市情報公開条例(平成17

年条例第 19号)の施行については、酒田市情報公開条例施行規則(平成17

年規則第 20号)の例による。 

酒田市教育委員会が管理する行政情報に係る酒田市情報公開条例(平成

17年条例第19号)の施行については、酒田市情報公開条例施行規則(平成

17年規則第20号)の例による。 

 



議第２号 

 

酒田市教育委員会を実施機関とする個人情報保護に関する規則 

の一部改正について 

 

酒田市教育委員会を実施機関とする個人情報保護に関する規則の一部を改正

する教育委員会規則を次のように制定する。 

 

令和５年１月２０日提出 

 

 

酒田市教育委員会 

教育長 鈴木 和仁 

 

 

酒田市教育委員会を実施機関とする個人情報保護に関する規則 

の一部を改正する教育委員会規則 

 

酒田市教育委員会を実施機関とする個人情報保護に関する規則（平成１７年

教育委員会規則第９号）の一部を次のように改正する。 

 

本則中「及び特定個人情報」を削り、「酒田市個人情報保護条例(平成１７年

条例第２０号)及び酒田市特定個人情報保護条例(平成２７年条例第３０号)」を

「個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）及び酒田市個人情

報の保護に関する法律施行条例（令和４年条例第３０号）」に、「酒田市個人

情報保護条例施行規則(平成１７年規則第２１号)及び酒田市特定個人情報保護

条例施行規則(平成２７年規則第２５号)」を「酒田市個人情報の保護に関する

法律等施行規則（令和４年規則第４８号）その他市長が定める規程」に改める。 

 

附 則 

この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

（提案理由） 

個人情報保護に関する法律の改正により、地方公共団体の個人情報保護制度

が同法に一元化されたことから、制度改正へ対応させるため、所要の改正を行

うものである。 



酒田市教育委員会を実施機関とする個人情報保護に関する規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

酒田市教育委員会が保有する個人情報及び特定個人情報に係る個人情報

の保護に関する法律（平成 15年法律第 57号）及び酒田市個人情報の保護

に関する法律施行条例（令和 4年条例第 30号）の施行については、酒田

市個人情報の保護に関する法律等施行規則（令和 4年規則第48号）その

他市長が定める規程の例による。 

酒田市教育委員会が保有する個人情報及び特定個人情報に係る酒田市個

人情報保護条例(平成 17年条例第 20号)及び酒田市特定個人情報保護条例

(平成 27年条例第30号)の施行については、酒田市個人情報保護条例施行

規則(平成 17年規則第 21号)及び酒田市特定個人情報保護条例施行規則

(平成 27年規則第25号)の例による。 

 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項２】 

 

件 名 令和５年度からの学校給食費改定について 

担 当 課 企画管理課（電話２６－５７７３） 

【報告の概要】 

令和４年１２月２０日に開催した学校給食運営委員会で協議の結果、令和５年度から

小学校及び中学校の学校給食費を以下のとおり改定することとなりましたので報告しま

す。 

 

１ 学校給食費改定額（１食あたり） 

 現行 改定後 差額 

小学校 260円 285円 25円 

中学校 305円 330円 25円 

 

参考 目安額※1 

  現行 改定後 差額 

小学校 
平均月額※2 4,727円 5,181円 454円 

年 額※3 52,000円 57,000円 5,000円 

中学校 
平均月額※2 5,490円 5,940円 450円 

年 額※3 60,390円 65,340円 4,950円 

※1 学校ごとに給食回数や集金回数が異なるため金額は目安です。 

※2 平均月額は年額（徴収予定額）を 11か月で除した金額です。 

※3 年額は給食回数を小学校 200回、中学校 198回で計算しています。 

 

２ 改定時期 

  令和５年４月から 

 

３ 改定理由 

学校給食費は、平成２６年に改定を行い１食あたり小学校２６０円、中学校３０５円

の保護者負担により運営を行っております。 

現行給食費への改定後も食材費の上昇はありましたが、自校炊飯設備の導入や食材選

定、献立の工夫等により食材価格変動による影響を抑制し保護者負担の給食費の価格を

９年間据え置いてまいりました。しかし食材価格の高騰が続き、国産品を基本とする食

材の調達や地産地消の推進、安全安心で栄養バランスのとれた給食を安定的に供給して

いくためには、現行の給食費では給食の質や献立の維持が困難となったことから給食費

の改定を行うものです。 

 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項３】 

 

件 名 学校給食への異物混入について 

担 当 課 企画管理課（電話２６－５７７３） 

【報告の概要】 

令和４年１２月８日（木）第二中学校の学校給食で提供した食パンに金属片が混入す

る事案がありましたので以下のとおり報告します。 

 

１ 発生の状況 

・令和４年１２月８日（木）１２時５０分頃、株式会社庄内給食センターが第二中学校

に納入した学校給食において、食パンに金属片（幅約 7 ミリ）が混入していたもの。

２年生の女子生徒が食パンを口に入れたところ違和感があり吐き出したことから、幸

い健康被害はなく、他の食パンに異状はみられなかった。 

・食パンは市内の製造業者が庄内給食センターへ納入したものであり、この日、第二中

学校のほか、第一中学校及び第六中学校の給食にも同社が製造した食パンを提供した

が金属片混入の報告はなかった。 

 

 

 

 

 

 

 

２ 生徒・保護者、報道機関への対応 

・学校は当該生徒の保護者へ電話でお詫びするとともに、保護者へお詫びの文書配布の

対応を行った。 

・教育委員会は庄内教育事務所、庄内保健所へ通報するとともに、重大事案との認識か

ら議会及び報道機関へ情報提供を行った。 

 

３ 原因及び調査 

・令和４年１２月９日（金）に庄内給食センターに同行し食パン製造工場へ立入調査を

実施。 

・令和４年１２月１２日（月）に庄内保健所に同行し再度工場の立入調査を実施。 

・庄内保健所では、パンの生地を捏ねる工程で使用するミキサーのボール底部と羽根の

金属同士の擦れや経年劣化によりボール底部の金属が剥がれてしまったことが異物混

入原因の可能性が高いとの見解。 

 

４ 今後の対応 

・庄内給食センターでは、令和５年１月以降に使用を予定していた同社製造の食パンは

当面の間使用せず、仕入れ先を変更し冷凍食パンに切り替えて対応する。 

・同社製造の食パンの提供は、改善対策の報告を待ち提供の判断を行う。 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項４】 

 

件 名 令和４年酒田市成人式及び令和５年酒田市二十歳を祝う成人の集いに

ついて 

担 当 課 社会教育文化課 

【報告の概要】 

  令和４年４月３０日（土）実施の令和４年酒田市成人式および令和５年１月８日（日）

実施の令和５年酒田市二十歳を祝う成人の集いについて、以下のとおり報告します。 

 

１ 参加者数・参加率 

○令和４年酒田市成人式 

 日程：令和４年４月３０日（土） 

  市内在住 市外在住 合計 

 計 参加率 計 参加率 計 参加率 

参加者 380名 
47.7％ 

356名 
93.9％ 

736名 
62.6％ 

対象者 797名 379名 1,176名 

 

○令和５年酒田市二十歳を祝う成人の集い 

 日程：令和５年１月８日（日） 

  市内在住 市外在住 合計 

 計 参加率 計 参加率 計 参加率 

参加者 330名 
44.5％ 

374名 
94.4％ 

704名 
61.9％ 

対象者 742名 396名 1,138名 

 

２ 今後の方針 

令和５年度以降（平成 15年４月２日以降に生まれた方が対象）の式典については、

５月４日（みどりの日）に実施することとする。 

   ※令和５年１月８日（令和４年度）の次は令和６年５月４日開催。 

    令和５年度中の開催はありません。 

 

 

 



酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項５】 

 

件 名 酒田市民会館設置管理条例施行規則の一部改正について 

担 当 課 社会教育文化課（電話２４－２９８２） 

【報告の概要】 

 

１ 改正に至る経過 

酒田市民会館の運営にあたり、適正化及び利便性の向上を図るため、使用許可申請

書及び使用許可(変更・取消し)申請書の提出期限等の改正を行うものです。 

また、使用許可申請書及び使用許可(変更・取消し)申請書等について、電子申請を見

据えた様式に改正を行うものです。 

 

２ 主な改正の内容 

(１) 使用許可申請書提出期限の改正（第 2条関係別表） 

使用許可申請書の提出期限について、これまで使用期日の 10日前までと規定して

いましたが、大ホール又は小ホールを使用する際の提出期限を 40日前までとし、練

習室や会議室等を使用する際の提出期限を 3日前までに改正するものです。 

(２)使用許可(変更・取消し)申請書提出期限の改正（第 3条関係別表） 

使用許可(変更・取消し)申請書の提出期限について、これまで使用期日の 3日前

までと規定していましたが、大ホール又は小ホールを使用する際の提出期限を 40

日前までとし、楽屋や附属設備等を使用する際の提出期限を使用期日までに改正す

るものです。 

 (３) 市民会館使用許可申請書・市民会館使用許可(変更・取消し)申請書・市民会館使用

許可書の改正（様式第 1号、様式第 2号、様式第 3号） 

使用許可申請書、使用許可(変更・取消し)申請書について、電子申請を見据えた様

式に改正するとともに、申請書内に後納申請欄を設けることで、使用料後納申請書

（様式第 4号(第 4条関係)）を削除するものです。 

(４) 使用料を後納させることができる特別の事由の追加（第 4条関係） 

    楽屋又は附属設備の使用について、使用時に変更が生じる場合が多いため、使用

料を後納させることができる事由に追加するものです。 

 

３ 施行期日 

令和５年４月１日 

 

４ その他 

新旧対照表を参照 

 

 



酒田市民会館設置管理条例施行規則の一部を改正する規則 

 

酒田市民会館設置管理条例施行規則（平成１７年規則第１７７号）の一部を

次のように改正する。 

 

第２条第１項中「使用期日１０日前まで」を「別表第１に定める提出期限ま

でに」に改める。 

第３条中「使用期日の３日前まで」を「別表第１に定める提出期限までに」

に改める。 

第４条第１項を削り、同条第２項第２号中「前号」を「前２号」に改め、同

号を同項第３号とし、同項第１号の次に次の１号を加え、同項を同条第１項と

する。 

(2) 条例別表に規定する楽屋又は附属設備を使用するとき（楽屋又は附属 

設備の使用料に限る。）。 

第４条第３項中「酒田市民会館使用料後納申請書（様式第４号）を」を「第

２条の手続の際、酒田市民会館使用許可申請書に必要事項を記入した上で、」

に改め、同項を同条第２項とし、同条第４項を同条第３項とする。 

第５条中「別表の」を「別表第２の」に改める。 

第６条第２項中「様式第５号」を「様式第４号」に改める。 

第９条を第１０条とし、第８条を第９条とする。 

第７条第６号中「所定の場所以外」を「会館敷地内」に改め、同条を第８条

とし、第６条の次に次の１条を加える。 

（使用料の返還） 

第７条 条例第１３条第３号の規定による使用料の返還は、第３条に規定する

使用の変更又は取消しの手続によるものとし、市長の承認を受けなければな

らない。 

附則第３項中「同条」を「別表第１」に改める。 

別表を別表第２とし、附則の次に次の別表を加える。 

別表第１（第２条、第３条関係） 

区分 
酒田市民会館使用許可申

請書提出期限 

酒田市民会館使用許可（変

更・取消し）申請書提出期

限 

大ホール、小ホ

ール 
使用期日の４０日前 

使用期日の４０日前。ただ

し、市長が特に認めたとき

は、使用期日の３日前とす

ることができる。 



楽屋１～７ 

使用期日の３日前 

使用期日の当日 

練習室１～３、

会議室、託児室 
使用期日の３日前 

附属設備 

使用期日の３日前（大ホ

ール又は小ホールで行う

催事で使用する附属設備

は使用期日の４０日前） 

使用期日の当日 

様式第１号から様式第３号までを次のように改める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号を削り、様式第５号を様式第４号とする。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この規則による改正後の第２条第１項、第３条、第４条及び第７条並びに

別表第１の規定は、この規則の施行の日（以下「施行日」という。）以後に

される酒田市民会館の使用許可の申請について適用し、施行日前にされた酒

田市民会館の使用許可の申請については、なお従前の例による。 



酒田市民会館設置管理条例施行規則新旧対照表 

新 旧 

 

本則 

 

本則 

(使用の手続) 

第2条 酒田市民会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者(以

下「申請者」という。)は、酒田市民会館使用許可申請書(様式第1号)

を別表第1に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。た

だし、市長が特に認めたときは、この限りでない。 

(使用の手続) 

第2条 酒田市民会館(以下「会館」という。)を使用しようとする者(以

下「申請者」という。)は、酒田市民会館使用許可申請書(様式第1号)

を使用期日10日前まで市長に提出しなければならない。ただし、市長

が特に認めたときは、この限りでない。 

2 (略) 2 (略) 

(使用の変更又は取消し) 

第3条 使用許可の変更をしようとするとき、又は使用許可を取り消そう

とする者は、酒田市民会館使用許可(変更・取消し)申請書(様式第3号)

を別表第1に定める提出期限までに市長に提出しなければならない。 

(使用の変更又は取消し) 

第3条 使用許可の変更をしようとするとき、又は使用許可を取り消そう

とする者は、酒田市民会館使用許可(変更・取消し)申請書(様式第3号)

を使用期日の3日前まで市長に提出しなければならない。 

(使用料の納付) 

第4条 (削る) 

(使用料の納付) 

第4条 会館の使用料は、申請者が会館の使用の許可を受けたときに納付

しなければならない。 

1 条例第11条ただし書の規定により使用料を後納させることができる特

別の事由は、次のとおりとする。 

2 条例第11条ただし書の規定により使用料を後納させることができる特

別の事由は、次のとおりとする。 

(1) (略) (1) (略) 

(2) 条例別表に規定する楽屋又は附属設備を使用するとき(楽屋又は附

属設備の使用料に限る。)。 

(新設) 

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認

めたとき。 

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ない理由があると認め

たとき。 



2 条例第11条ただし書の規定により使用料の後納の承認を受けようとす

るときは、第2条の手続の際、酒田市民会館使用許可申請書に必要事項

を記入した上で、市長に提出しなければならない。 

3 条例第11条ただし書の規定により使用料の後納の承認を受けようとす

るときは、酒田市民会館使用料後納申請書(様式第4号)を市長に提出し

なければならない。 

3 (略) 4 (略) 

(附属設備の使用料) 

第5条 条例別表に規定する附属設備の使用料の額は、別表第2のとおり

とする。 

(附属設備の使用料) 

第5条 条例別表に規定する附属設備の使用料の額は、別表のとおりとす

る。 

(使用料の減免) 

第6条 (略) 

(使用料の減免) 

第6条 (略) 

2 使用料の減免を受けようとする者は、酒田市民会館使用料減免申請書

(様式第4号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

2 使用料の減免を受けようとする者は、酒田市民会館使用料減免申請書

(様式第5号)を市長に提出し、その承認を受けなければならない。 

(使用料の返還) 

第7条 条例第13条第3号の規定による使用料の返還は、第3条に規定

する使用の変更又は取消しの手続によるものとし、市長の承認を受けな

ければならない。 

(新設) 

(使用上の遵守事項) 

第8条 使用者は、次の事項を守らなければならない。 

(使用上の遵守事項) 

第7条 使用者は、次の事項を守らなければならない。 

(1)～(5) (略) (1)～(5) (略) 

(6) 会館敷地内で喫煙し、又はさせないこと。 (6) 所定の場所以外で喫煙し、又はさせないこと。 

(7)～(10) (略) (7)～(10) (略) 

(職員) 

第9条 (略) 

(職員) 

第8条 (略) 

(その他) 

第10条 (略) 

(その他) 

第9条 (略) 

附 則 附 則 

1・2 (略) 1・2 (略) 



(新型コロナウイルス感染症に係る使用の変更又は取消しの申請書の提

出期限の特例) 

3 当分の間、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス

属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機

関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに

限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響

により、申請者が使用の変更又は取消しをしようとする場合における第

3条の規定による酒田市民会館使用許可(変更・取消し)申請書の提出期

限は、別表第1の規定にかかわらず、使用期日の当日とする。 

(新型コロナウイルス感染症に係る使用の変更又は取消しの申請書の提

出期限の特例) 

3 当分の間、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス

属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機

関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに

限る。)である感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響

により、申請者が使用の変更又は取消しをしようとする場合における第

3条の規定による酒田市民会館使用許可(変更・取消し)申請書の提出期

限は、同条の規定にかかわらず、使用期日の当日とする。 

 

別表第1(第2条、第3条関係) 

 

(新設) 

区分 
酒田市民会館使用許可申請

書提出期限 

酒田市民会館使用許可(変更・

取消し)申請書提出期限 

大ホール、

小ホール 
使用期日の40日前 

使用期日の40日前。ただし、

市長が特に認めたときは、使

用期日の3日前とすることが

できる。 

楽屋1～7 

使用期日の3日前 

使用期日の当日 

練習室1～

3、会議

室、託児室 

使用期日の3日前 

附属設備 

使用期日の3日前(大ホール

又は小ホールで行う催事で

使用する附属設備は使用期

日の40日前) 

使用期日の当日 

 

 

  



別表第2(第5条関係) 

(表は省略) 

別表(第5条関係) 

(表は省略) 

 

様式第1号(第2条、第4条関係) 

 

様式第1号(第2条関係) 

酒田市民会館使用許可申請書 酒田市民会館使用許可申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

様式第2号(第2条関係) 

 

様式第2号(第2条関係) 

酒田市民会館使用許可書 酒田市民会館使用許可書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

様式第3号(第3条、第7条関係) 

 

様式第3号(第3条関係) 

酒田市民会館使用許可(変更・取消し)申請書 酒田市民会館使用許可(変更・取消し)申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 

(削る) 

 

様式第4号(第4条関係) 
 

酒田市民会館使用料後納申請書 
 

[別紙参照] 

 

様式第4号(第6条関係) 

 

様式第5号(第6条関係) 

酒田市民会館使用料減免申請書 酒田市民会館使用料減免申請書 

[別紙参照] [別紙参照] 

 



その他（各課等からの報告）【報告事項６】 

 

件 名 酒田市文化芸術推進審議会の答申について 

担 当 課 社会教育文化課（電話２４－２９８２） 

【報告の概要】 

 

 令和 4年 10月 28日付けで酒田市文化芸術推進審議会より、酒田市教育委員会より諮問した内

容について、答申がありましたので報告します。 

 

 １ 諮問内容 

   「酒田市文化芸術推進計画に基づく事業評価について」 

 

 ２ 答申内容 

   別添「答申書」のとおり 

 

 

 







酒田市教育委員会 

その他（各課等からの報告）【報告事項７】 

 

件 名 白崎資金スポーツ優秀選手表彰について 

担 当 課 スポーツ振興課（電話４３－６６５１） 

【報告の概要】 

 

１ 白崎資金の概要について 

白崎資金は、かつて市内で開業していた医師、故白崎重弥先生のご厚意により設けら

れたもので、白崎先生の遺志に基づき、スポーツで優秀な成績を残した選手の表彰を昭

和 55年から行っているものです。 

（根拠：白崎資金スポーツ優秀選手表彰に関する要綱） 

 

２ 表彰対象者について 

（１）小学生／県大会以上で優勝 

（２）中学生／東北大会以上で優勝 

（３）高校生・大学生・一般／国体・インターハイ等の全国大会で優勝、オリンピック・

アジア大会等国際大会への出場 

 

３ 受賞者の決定について（令和 5年 1月 20日現在） 

  表彰審査会（令和 5年 1月 17日開催）において以下のとおり決定した。 

（審査会以降に各団体等より推薦された候補者については、教育次長の決裁を経て、 

受賞者として決定する。） 

 

（１）全国大会優勝／5名 （中学生 1名、高校生 3名、大学生 1名） 

（２）東北大会優勝／1名 （中学生 1名）  

（３）県大会優勝 ／84名（小学生 84名） 

合計／90名 

 

 ＜参考：受賞者数の推移＞  

年度 R01年度 R02年度 R03年度 R04年度 H30年度 R01年度 R02年度 R03年度 

受賞者数 89人 19人 76人 90人 121人 89人 19人 76人 

 

４ 表彰式について 

（１）日時／令和 5年 2月 25日（土）午前 10時～11時（予定） 

（２）場所／酒田市公益研修センター ホール（飯森山三丁目 5-1） 

◆スポーツ協会表彰式と合同開催を予定しております。（※昨年度は庄内地域における

「まん延防止等重点措置」の適用に伴い、表彰式中止。今年度が初の合同開催。） 

◆市議会議長、教育長、教育委員、審査会委員のみなさまにはプレゼンターとして、 

受賞者へメダルの授与をお願いします。 

◆酒田市主催のスポーツ優秀選手の表彰事業は今年度で最後になります。 

 


